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備考

1 単位は、【温度、ｐＨ】を除き、mg/Lです。ただし、ダイオキシン類についてはpg/Lです。

2 排除基準は、別途記載がなければ、mg/L以下であり、省略しています。

3 内は、直罰対象の規制に係る排除基準です。

4 内は、除害施設の設置等に係る排除基準です。

5 条例の（）内の数値は、製造業又は、ガス供給業の一部に対して適用されるものです。

暫定の欄に○がある項目は、一部の業種に暫定基準が設けられています。

※ 塩化ビニルモノマーは、排除基準が設定されていません。
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下水排除基準
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